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開会 １５時００分 

 

（ 議 事 の 経 過 ） 

◎開会宣言 

 

○ 田教育長 ただいまから、令和３年第１３回教育委員会会議を開会いたします。議事日程につき

ましては、お手元に配付のとおりであります。 

 

 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 

○ 田教育長 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名委員として、髙山委

員を指名いたします。 

○ 田教育長 日程第２に入ります前に、本日は、議案第６号が教育委員会会議規則第１６条第１号

に該当いたしますことから、非公開とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 田教育長 異議なしと認め、議案第６号につきましては、非公開といたします。 

 

 

◎日程第２ 会議録の署名 

 

○ 田教育長 日程第２、会議録の署名についてでありますが、令和３年第９回会議及び第１０回会

議の会議録につきまして、それぞれの署名委員であります、髙山委員、大山委員に本会議終了後、

署名を頂きたいと思います。 

 

 

◎日程第３ 教育長報告 

 

○ 田教育長 日程第３、教育長報告に入らせていただきます。 

○ 田教育長 今回は、教育長報告として２点、一般行政報告として千葉部長から１点、報告させて

いただきます。 
まず始めに、スポーツアカデミー事業「ダンチャレ！！」についてでありますが、北海道日本ハ

ムファイターズとのパートナシップ協定に基づく連携事業として、１０月３日（日）に札幌ドーム

で行われた埼玉西武ライオンズ戦において、市内の小学生がダンスでファイターズを応援する事業

を実施したところであります。 



- 2 - 
 
 
 

当日は、市内の小学生９９名が、ファイターズガール、事前のダンス指導に協力を頂いた星槎道

都大学ダンス部の皆さんとともに、試合中盤、グラウンドでＹＭＣＡダンスを披露したところであ

ります。 

次に、障がい児者の学び・体験推進事業についてでありますが、文部科学省が実施する「障害者

の生涯学習推進コンソーシアム形成事業」を受託した北海道教育委員会からモデル指定を受け、障

がい児者の学習支援に関する実践研究を実施しているところであります。 
本市においては、これまでのフレンドリー事業の再構築を図ることを目的に、行政、民間、高等

教育機関等による地域連携コンソーシアムを構成し、今後、地域の教育力と高等教育機関の融合に

よるモデルプログラムの開発などに取り組むものであります。 
１０月４日（月）に第１回会議を開催するとともに、健常者と障がい児者が共に企画・運営、ま

た参加することができるビッグフラッグアート制作事業やボッチャ大会について意見交換を行った

ところであります。 
私からの報告は以上であります。 

○千葉教育部長 続いて、一般行政報告に入らせていただきます。 
教育分野における新型コロナウイルス感染症への対応についてでありますが、北海道に対する緊

急事態宣言が９月３０日に解除され、１０月１日以降は「秋の再拡大防止特別対策」期間として、

感染症の再拡大防止に努めているところであります。 

学校においては、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に基づ

く行動基準をレベル３からレベル２に移行したところであり、教育活動の制限を一部緩和し、感染

症対策を徹底した上で、話し合い活動や器楽などの活動、延期していた宿泊学習、学芸会に向けた

準備などを実施しているところであります。 
また、９月１５日から１２歳以上を対象としたワクチン接種が始まったところでありますが、市

が作成したポスター等を活用し、差別や偏見などが起きないよう学校に対し指導・助言を行ってい

るところであります。 
また、教育委員会が主催する各種事業や会議等につきましても、それぞれの活動内容等を踏まえ、

対面による活動を再開するとともに、一部では書面やオンラインも活用しながら実施しているとこ

ろであります。 
社会教育施設につきましても、緊急事態宣言の期間中、原則、臨時休館としていましたが、１０

月１日（金）以降、再開したところであります。 
引き続き、地域の感染状況を踏まえ、適切な対策を講じながら、学校教育及び社会教育の推進に

努めてまいります。 

私からの報告は以上であります。 

○ 田教育長 以上、教育長報告として２点、一般行政報告として１点、報告させていただきました。

皆さんからご質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 
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○ 田教育長 それでは、教育長報告につきましては、承認とさせていただきます。 
 
 

◎日程第４ 議案第１号 北広島市教育振興基本計画・推進計画（令和３～５年度） 

の策定について 

  

○ 田教育長 続きまして、日程第４、議事に入ります。議案第１号、北広島市教育振興基本計画・

推進計画（令和３～５年度）の策定につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○冨田小中一貫・教育施策推進課長 議案第１号、北広島市教育振興基本計画・推進計画（令和３年

度～５年度）の策定についてでありますが、令和３年度から３か年の推進計画を策定するため、北

広島市教育委員会事務委任等規則第２条第１号の規定に基づき、教育委員会の議決を求めるもので

あります。 
この推進計画は、教育振興基本計画に掲げた施策の着実な推進と、各事業の進行状況を管理する

ことを目的に策定するものであり、令和２年９月２９日に北広島市教育施策審議会へ諮問を行い、

本年１０月７日に推進計画（原案）についての答申をいただき、別冊１のとおり、推進計画（案）

としてまとめたものであります。 
なお、例年であれば毎年度末に策定するところでありますが、今年度が市長選挙執行年度である

ため、骨格予算編成となる当初予算に、選挙後の補正予算分を含めた本格予算を反映する必要があ

ることから、今回の提案となるものであります。 
この計画（案）につきましては、継続事業をベースとして、いままでの点検評価結果や学校要望

をはじめとする教育関係機関からの意見などを加味した、新規事業、拡大事業を追加した内容とな

っています。 
別冊１、「北広島市教育振興基本計画推進計画（令和３年度～５年度）（案）」と書かれている冊子

をご覧ください。 
表紙をめくっていただき、１ページの「Ⅰ．教育推進計画について」から、５ページの「Ⅱ．政

策及び施策の推進について」は、本年度から１０年間を計画期間とする「北広島市教育振興基本計

画」に合わせた内容となっているところであります。 
次に、６ページからの「Ⅲ．９つの政策と２６の施策を進める個別事業について」と「Ⅳ．施策

の成果・目標指標」についてご説明いたします。 
それでは、次の７ページの政策１、施策１以降の個別事業についてご説明いたします。この計画

（案）につきましては、新規、拡大事業を中心にご説明をし、その後、継続事業も含めご質問やご

意見をいただければと思います。 
なお、個別事業の「必要とする視点」、「令和２年度の実績」間にある空欄につきましては、今後

市の推進計画の指標との整合性を図りながら指標を掲載することとしております。 
何枚かめくっていただきまして、２１ページ、学校施設適正規模適正配置検討事業についてであ
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りますが、小中学校の少人数化・単学級化及び学校施設の老朽化を踏まえ、学校施設の適正規模・

適正配置に向けた取組を実施するものであります。 
次に、３８ページ、レクリエーションの森改修事業についてでありますが、レクリエーションの

森の散策路、アスレチックなどの各施設の老朽化に伴い、抜本的な改修に向けた検討を行うもので

あります。 
次に、４６ページ、スポーツ施設整備事業についてでありますが、本年度を始期とするスポーツ

振興計画の目標を達成するとともに、スポーツ施設個別施設計画を推進するため、老朽化している

市内公共スポーツ施設については、利用者のニーズも踏まえた整備が望ましいことから、スポーツ

施設の整備検討を行うものであります。また、自然の森キャンプ場整備事業につきましては本事業

に統合することとしています。 
同じく４６ページ、総合体育館ＬＥＤ化事業についてでありますが、総合体育館のメインアリー

ナとサブアリーナの照明を、ＬＥＤ照明に更新するものであります。 
続きまして、５９ページからの「Ⅳ．施策の成果・目標指標」についてでありますが、９つの政

策を構成する２６の施策ごとに具体的な目標となる数値等を定め、その目指すべき目標を示すこと

で、施策の成果を把握することとしております。今回の計画におきましては、総合計画と整合した

指標として、９つの政策に１６の項目を設定しており、取り組んでいくこととしております。 
以上、簡単ではありますが、計画（案）の説明をいたしました。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 
以上が提案の内容であります。 

○ 田教育長 新規事業はありますか。 
○冨田小中一貫・教育施策推進課長 学校適正規模・適正配置検討事業、総合体育館ＬＥＤ化事業及

びレクリエーションの森改修事業が新規であります。なお、レクリエーションの森改修事業につき

ましては、スポーツ施設整備の中にもともとレクの森の事業がありましたが、そこに付加する形で

取り込み、今回は事業名を変えてあるものです。 
○ 田教育長 その他の継続事業でこれまで気になっていることや今回気になっていることあればご

質問いただければと思います。ご承知のように、９つ政策と２６の施策、そこに事務事業が多数ぶ

ら下がっていて、大体概要についてはこれまでお示ししてきた内容でありますが、特にご質問ない

でよろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○ 田教育長 それではお諮りいたします。議案第１号、北広島市教育振興基本計画・推進計画（令

和３～５年度）の策定につきまして、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 田教育長 議案第１号につきましては、原案のとおり決することとします。 
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○議案第２号 史跡旧島松駅逓所保存活用計画について 

 

○ 田教育長 続きまして、議案第２号、史跡旧島松駅逓所保存活用計画につきまして、事務局から

説明をお願いいたします。 

○丸毛エコミュージアムセンター長 議案第２号、史跡旧島松駅逓所保存活用計画についてでありま

すが、別冊２のとおり決定したいので、北広島市教育委員会事務委任等規則第２条第１号の規定に

基づき教育委員会の議決を求めるものであります。 
本計画につきましては、史跡旧島松駅逓所の保存活用の今後の方向性を明らかにするものであり、

３月２３日開催の第４回教育委員会会議において計画案をお示し、文化庁との協議・調整が整い次

第、あらためて提案させていただく旨を説明させていただいたところであります。 
その後、懸案となっておりました史跡敷地内の国有地について、令和３年１０月１３日付で取得

し、市において一括管理が可能となったことを計画に反映するとともに軽微な字句の修正を行い、

計画案として文化庁との協議・調整が整ったことから、このたび提案させていただくものでありま

す。 
なお、本計画につきましては、本日、教育委員会としての議決を頂いた後、庁議により北広島市

としての計画決定をした上で、文化財保護法第５３条の２に基づく重要文化財保存活用計画として、

文化庁長官の認定に関する申請を行い、認定計画とさせていただくよう進めていく予定であります。 
以上が提案の内容であります。 

○ 田教育長 国から買い取った土地は面積を教えてください。 
○丸毛エコミュージアムセンター長 １０ページにあります北広島市島松８６２番という地番の 
３２１．０４平米が今回国から取得させていただいた部分です。およそ３９万円で取得しておりま

す。 

○ 田教育長 その他、ご質疑等ございますか。 

○髙山委員 本当に分厚い資料を長い時間見させてもらいました。完成が待ち遠しいというか、素晴

らしい施設になるのだなと思います。完成までに１０年間ぐらいかかるのですか。これだけのこと

をするのであれば、お金もかかるのでしょうし、出来上がるまでにそれだけの時間もかかるのだろ

うなというように思って、最終的にはすばらしい施設で早く有効活用できればなと、わくわくとい

うか、そういう思いでいっぱいになったと感じるものがあります。 

○丸毛エコミュージアムセンター長 今後の予定でございますが、整備基本計画を今年度策定させて

いただく予定でございます。その後基本設計、実施設計に各１年ずつかけまして、その後耐震に関

する工事のほか本体に関する工事等を進めていく予定でございます。 

○髙山委員 まだちょっと先がありますけれども、ステップを１つ踏める状態になりました。思いは

先走っていますけれども、すごく興味あることがたくさん書いてあって、昔使われていなかった井

戸までも復活させようとか、いろんな計画がされているのだなと思ったところです。 

○ 田教育長 その他、ご質疑等ございますか。 
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（「なし」の声あり） 

○ 田教育長 それではお諮りいたします。議案第２号、史跡旧島松駅逓所保存活用計画につきまし

て、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 田教育長 議案第２号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 
○議案第３号 市議会定例会提出議案について 

 

○ 田教育長 続きまして、議案第３号、市議会定例会提出議案につきまして、事務局から説明をお

願いいたします。 

○下野教育総務課長 議案第３号、市議会定例会提出議案についてでありますが、令和３年第４回定

例会に令和３年度北広島市一般会計補正予算を提出することについて、市長から意見を求められま

したので、北広島市教育委員会事務委任等規則第２条第６号の規定により、教育委員会の議決を求

めるものであります。 
補正予算の内容についてでありますが、議案書５ページから７ページをご覧ください。 

まず始めに、６ページから７ページ、歳出補正予算についてでありますが、教育総務費、教育振

興経費、学校教育振興基金積立金につきましては、国際ソロプチミスト北広島様からの寄附２０万

円を学校教育振興基金に積立たてるため増額補正するものであります。同じく、教育振興費、学校

図書館活用事業につきましては、石上車輛株式会社様、北広島市建設業協会様及び国際ソロプチミ

スト北広島様からの寄附金を活用し、学校図書を購入するための経費として、合計７２万３千円を

増額補正するものであります。 

次に、小学校費、学校管理経費、小学校管理経費（経常分）及び中学校費、学校管理経費、中学

校管理経費（経常分）につきましては、手洗いを徹底して取り組んだことにより、今後、小学校分

の水道使用料の不足が見込まれることから、６７万４千円を、また、昨年の予算積算時から重油単

価が高騰しており、燃料費に今後不足が見込まれることから、小学校分として７１２万円、中学校

分として、７２０万３千円を増額補正するものであります。 

次に、小学校費、学校管理経費、小学校感染症対策事業及び中学校費、学校管理経費、中学校感

染症対策事業につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、教室内の適切な換気を実施

するため、空気環境の指標である二酸化炭素濃度を測定するための二酸化炭素濃度計の購入経費と

して、小学校分１１５万円、中学校分８０万円を増額補正するものであります。 

次に、中学校費、教育振興費、全国全道中体連・中学校文化部活動大会出場支援事業、補助金・

助成金・賛助についてでありますが、今年度の中体連大会において、全国大会出場者がでるなど当

初想定した出場者数を大幅に上回った申請があり不足が生じたことから、１１３万１千円を増額補

正するものであります。 
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次に、社会教育費、文化施設維持管理費、文化施設維持管理経費についてでありますが、新型コ

ロナウイルス感染症対策として、加湿調整、換気等を強化したことにより、電気、水の使用量が増

加し、今後不足が見込まれることから、光熱水費として２４万２千円を増額補正するものでありま

す。また、昨年の予算積算時から灯油単価が高騰しており、燃料費に今後不足が見込まれることか

ら、２０７万５千円を増額補正するものであります。 

次に、保健体育費、保健体育総務費、小学校給食運営費及び中学校給食運営費についてでありま

すが、食中毒やコロナウイルス感染症予防対策として、食材や食器具等の洗浄や消毒作業の徹底に

取り組んだことや重油の高騰により、今後、光熱水費及び燃料費に不足が見込まれることから、小

学校分の光熱水費として１３０万円、燃料費として３３０万１千円、中学校分の光熱水費として 

４９５万３千円を増額補正するものであります。なお、中学校給食調理場につきましては、ガスボ

イラーで運転するため、中学校分の光熱水費が小学校分より多く積算されているものであります。 

また、新型コロナウイルス感染症に関連した緊急的な学級・学年閉鎖や、児童の登校自粛などの

欠食により、残食の廃棄に係るごみ処理手数料が増加しており、今後不足が見込まれることから、

小学校分として１７万５千円、中学校分として３１万１千円を増額補正するものであります。 

歳出補正予算の合計は、３,１３５万８千円となるものであります。 

続きまして、５ページ、歳入についてでありますが、国庫支出金、教育費国庫補助金、学校保健

特別対策事業費補助金につきましては、小中学校感染症対策事業のため、小学校費として 

５７万５千円、中学校費として４０万円を増額補正するものであります。 

次に、寄附金、教育費寄附金、図書購入費寄附金として、石上車輛株式会社様からの寄附 

５０万円、北広島市建設業協会様からの寄附１２万３千円、国際ソロプチミスト北広島様からの寄

附１０万円の合計７２万３千円を増額補正するものであります。同じく、学校教育振興基金寄附金

として、国際ソロプチミスト北広島様からの寄附２０万円を増額補正するものであり、歳入補正予

算の合計は、１８９万８千円となるものであります。 

なお、この補正予算の内容につきましては、現在、要求レベルであり、今後、理事者の査定を経

て最終確定となりますので、ご了承をお願いいたします。 

以上が提案の内容であります。 

○ 田教育長 ただいまの議案第３号、市議会定例会提出議案につきまして、ご質疑等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○ 田教育長 それではお諮りいたします。議案第３号、市議会定例会提出議案につきまして、原案

のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 田教育長 議案第３号につきましては、原案のとおり決することとします。 
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○議案第４号 北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会への諮問について 

 

○ 田教育長 続きまして、議案第４号、北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会への諮問につ

きまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○冨田小中一貫・教育施策推進課長 議案第４号、北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会への

諮問についてでありますが、北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会条例第２条の規定に基づ

き、別紙のとおり北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会に諮問を行いたいことから、教育委

員会の議決を求めるものであります。 

それでは諮問の内容につきまして説明いたします。 

平成３０年度、北広島市立小学校及び中学校の適正規模の在り方につきまして、北広島市立小学

校及び中学校通学区域審議会に諮問をし、いただいた答申を受け、子どもたちにとってより良い教

育環境の確保と教育の質の向上を図る観点から、令和２年３月、「北広島市立小学校及び中学校の適

正規模に関する基本方針」を策定いたしました。 

この基本方針では、適正規模について考える際に、クラス替えやクラス同士の切磋琢磨などの観

点を基本的な考え方とし、それらを踏まえて適正規模を小学校では１２学級から１８学級、１学年

２学級から３学級、中学校では６学級から１８学級、１学年２学級から６学級としたところであり

ます。また、留意事項として、市立小・中学校において適正規模化等の検討が必要な学校を考える

上での基準として定めるものであり、実際の選択にあたっては、教育機会の均等や教育水準の維持

向上を踏まえながら、保護者や地域住民の意見、地域の特性に応じて慎重に検討を行っていくこと

としたところであります。 

この基本方針は、適正配置等の検討が必要な学校を考える上での基準を定めたものであり、様々

な視点により具体的に取りうる手段の調査検討を行うこととしているところであります。 

昨年度につきましては、適正規模化の検討を進めていたところでありますが、国の段階的３５人

学級への移行の議論を受け、その推移を注視していたところであります。 

今回、国の段階的３５人学級への移行についての法改正が行われ、本年４月１日から施行された

ところであります。 

このことから、今回、改めて北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会に、北広島市立学校の

適正規模化に関する事項の調査について、諮問を行うものであります。 

以上が提案の内容であります。 

○ 田教育長 ただいまの議案第４号、北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会への諮問につき

まして、ご質疑等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○ 田教育長 それではお諮りいたします。議案第４号、北広島市立小学校及び中学校通学区域審議

会への諮問につきまして、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○ 田教育長 議案第４号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第５号 令和２年度教育委員会の事務に関する点検・評価報告書の作成について 

 

○ 田教育長 続きまして、議案第５号、令和２年度教育委員会の事務に関する点検・評価報告書の

作成につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○冨田小中一貫・教育施策推進課長 議案第５号、令和２年度教育委員会の事務に関する点検・評価

報告書の作成についてでありますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の

規定に基づき、令和２年度に教育委員会が取り扱った教育行政事務について、自ら点検・評価を行

い、教育施策審議会からの意見を踏まえて報告書を作成するため、教育委員会の議決を求めるもの

であります。 
報告書の概要につきましては、別冊３の報告書（案）に沿いまして、ご説明いたします。 
この報告書（案）は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき、昨年

度の教育委員会の事務事業について２４の施策単位で点検及び評価の内容を整理したものでありま

す。 
報告書の作成に当たっては、教育施策審議会において、８月１６日（書面開催）、１０月７日の 

２回の会議において、審議していただいております。 
それでは、報告書の概要につきまして、ご説明いたします。 
まず、表紙をめくっていただき、目次をご覧ください。この報告書は、第１章から第３章までと、

資料１、２、３で構成しております。  
１ページをご覧ください。「第１章 点検・評価について」につきましては、点検・評価の法的な

根拠、点検・評価の方法や評価結果の概要等について記載しています。 
「１はじめに」において法的根拠、「２点検・評価の対象」として２４の施策単位で評価を行うこ

とを、「３点検・評価の方法」として評価の方法や目的、教育施策審議会の構成を、 
２ページをご覧ください。「４施策の点検・評価書」において評価基準等を、「５点検・評価結

果の公表等」において公表方法を、「６点検・評価結果の概要」として３ページの内容を文章で記載

しております。 
次に、４ページをご覧ください。４ページから３４ページまでの「第２章 施策別点検・評価」

についてでありますが、この第２章が「令和２年度の事務に関する点検・評価報告書の本体部分と

なっており、２４の施策単位で評価書を作成しております。 
各施策の評価書の最後に「教育施策審議会による意見」として、教育施策審議会で審議された内

容を記載しております。例えば、４ページの「施策１幼児教育の振興・充実」ですと、「政策名」か

ら「施策内容」までは、現行の教育基本計画の内容を記載し、「事務事業の成果と評価」から「今後

の方向性」までは、私たち事務局の自己評価内容になります。 
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最下段の「教育施策審議会による意見」について、上段までの内容に基づき、教育施策審議会で

出された意見をまとめた内容となっており、「幼児教育の振興・充実」につきましては、「子どもの

数は減少傾向にあるが、幼児教育はこれからの人生の土台となるところから、これまで家庭・地域

で身に付けたものを基に。これからの教育へつなげていくことができるよう、継続して支援に取り

組んでいただきたい。」など３つの項目にまとめております。 
以下、施策２から施策２４まで、施策ごとに点検・評価の内容をまとめております。 
次に、３５ページをご覧ください。「第３章 教育委員会の活動状況」についてでありますが、教

育委員会の設置根拠、令和２年度中の教育委員会会議の開催状況や会議内容等について記載してお

ります。 
最後に、４０ページをご覧ください。資料として、令和２年度教育行政執行方針、令和２年度の

教育施策体系、北広島市教育委員会の事務の点検及び評価実施要領を掲載しております。 
以上、報告書案の概要について説明させていただきましたが、議決をいただいた報告書は、同法

の規定に基づき市議会へ提出するとともに、教育委員会のホームページにより市民へ公表すること

とされているところであります。 
以上が提案の内容であります。 

○ 田教育長 ただいまの議案第５号、令和２年度教育委員会の事務に関する点検・評価報告書の作

成につきまして、ご質疑等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○ 田教育長 それではお諮りいたします。議案第５号、令和２年度教育委員会の事務に関する点検・

評価報告書の作成につきまして、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 田教育長 議案第５号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第６号 北広島市教育施策審議会委員の委嘱について【非公開】 

 

【非公開案件の審議等の結果】 

    原案どおり可決した。（質疑等省略） 

 

 

◎日程第５ その他 

 

○ 田教育長 日程第５、その他につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○後藤教育部理事 次回第１４回教育委員会会議についてでありますが、令和３年１１月８日（月）、

時間は１６時００分から市役所３階会議室で開催させていただきたいと思います。 
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なお、同日、１５時００分から同会場にて、令和３年第２回総合教育会議を開催いたしますので、

１４時５０分までにご参集いただきますようお願いいたします。 

議案は、学校の適正規模・適正配置についてを予定しております。 

以上であります。 

○ 田教育長 次回は、１１月８日（月）、市役所３階会議室において、１５時から総合教育会議、 

１６時から第１４回教育委員会会議を開催するということで皆さまよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

 

◎閉会宣言 

 

○ 田教育長 以上で第１３回教育委員会会議に付議された議事は全て終了いたしましたので、これ

にて閉会いたします。本日はご苦労さまでした。 

 

 

１５時５０分 閉会 

 

以上、会議を記録し、正確を期するためにここに署名する。 

   

   

教 育 長  

   

   

署 名 委 員  

 

 


